
みんなで考える市民活動支援のための条例 
～市民協働を考える市民の集い～報告 

 
日 時：平成 19年 12月 15日(土)午後２時～4時 
場 所：社協会議室 
参加者：30名（運営委員 7名、職員 3名含） 
議題 
１， 開 会 
２， 趣旨説明 ボランティア・まちづくりセンター運営委員会委員長 小澤邦彦 
    今日の趣旨説明 
３， 市民協働推進検討会議の経過説明 市民協働推進課長 中島雅之 

別紙資料のとおり 
４， グループで情報交換 東京・ボランティア市民活動センター副所長 安藤雄太 
・協働のための夢と必要なものの議論をしてもらえると、仕組みの中、条例の中に入れて

もらえるのではないか。 
・ 行政の仕組みは「誰にも対応できること」になっている。一人に人に対してなにかをや

るということはない＝行政のサービスは限界をもっている。 
・ 地域で生活をしていると、生活ニーズに対応してくれるのはだれか。市民の人に対応し

てもらいたい。行政は市民に公平な仕組みをもっているのという仕組みをもっている。

ボランティア・ＮＰＯは柔軟に対応できる。それが手を組んでやっていく＝協働 
・ 協働していくとはどうしていくのか。 
行政がやっていた仕事を市民がやった方がいい場合がたくさんある。行政から出される

と市民が動きやすいが、市民の自主性が担保できるのかという課題もある。 
  ・企画提案型の事業がある。逆もある。行政からの提案。市民からの提案。それをどうす

ればいいのか、話し合わなくてはならない。 
・立場が対等でなければならない＝実はくせ者（実際は難しい）。市民側は無理なんだけ

ど・・やもえず受けたという場合がたくさんある。「でも対等である」といっている。自

分たちが必要でなければ断ってもいい。NPO が事業をやることによって、下請け化と
いう減少が現れてきた。 
・対等にするためには、話し合いと合意が必要。一定の期間をもってどの時点までやるの

か、いつもまでもやってなくてはならない。やめるという選択もあるが、やる選択もあ

る。評価をする必要。一緒にやっていくことが、効率的に、市民にとってプラスになっ

ているのかが評価しなければならない。行政が評価しているケースが多いが、市民と行

政が評価をする必要がある。あくまでも市民の活動、事業者ではない。 
・ 協働していく＝市民は協働しなくてもいい。自分たちがやりたいようにやる。 
・ 協働してはいけないこともある。オンブズマン、協働してはいけない。行政単独でやら

なくてはならないこともたくさんある。行政の仕組みだが、少し、硬直化、市民側には

いってもらうこともある。委託といった場合には、行政の仕事。市民が自主的におこな

う事業での協働の仕組みが必要。 



・ また、協働するための接着剤が必要＝中間支援組織  

・ 大きく協働する＝プラットフォーム化といっている。 
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●グループワークでの話し合いの軸・グループワークの発表から 
１協働する上での疑問点 
・ 市民協働という言葉の解釈がちがう 
・ 行政に利用されるのではないかと感じる 
・ 行政の敷居が高い 
・ 協働が負担になる 
・ 市民と行政の考える「自立」「協働」がちがう 
・ しばられるかもしれない 
・ 対等が成り立つのか 
・ 現在でている補助金などを、洗い直せるのか？ 
・ なぜ協働しなければいけないのか？ 
・ 「協働の定義」は不明。市民のレベルで、協働の必要性が理解されてない → 人が動かな

いのでは 
・ 一人の市民としての協働はあるのか 対等な関係ができるのか？ 
・ 協働がイメージできない 
 
 
２（行政と）協働するためにどんな事前条件があればいいのか 
・ 敷居が高い 
・ 行政との垣根がはっきりしていない 
・ もの不足 
・ 市民が積極的に関わっていない。限られた方々の関わり→ＰＲ不足 
・ 話し合いの場が必要 
・ 人、物、場の整備 
・ 情報公開 
・ 企画提案をできる担当職員の必要性 
・ 多数の市民の意見を受ける仕組みとコーディネータの必要 
・ 担い手が少ない 
 
 
３ 活動する上でどんな環境整備が必要か 
・ 人材不足  活動者の志があるかどうかも含めて 
・ 若い人にも担ってほしい 
・ 総合窓口の必要 
・ 障害を支えてくれるひとは、Ｖで支えられている。行政側は把握しているのか、支援体制を

考えているのか？ 
・ 協働の評価・・・はじめはよかったが今の実態は・・・ 
・ 協働のためのお金の出入りをオープンに 
・ 市有地の活用 



・ 用具、機器などの収納場所→行政もかかわり 
・ 場所の提供 
・ 中間支援組織の必要 
 
 
４その他 
・ 人事異動によっても、話がとぎれない仕組み 
・ 行政の縦割り 
・ 行政からでている補助金の見直し 
・ 市民の意識が高まっていることに期待 
・ 行政側の企画提案の必要性（お金がなくてもこんな方法で）＝市職員の意識を高く 
・ 市民の意見は 1割ぐらいしか集約されていない。広く集める必要。 
・ 市は既存の団体ばかりと協働している。 
 

 
●東京ボランティア・市民活動センター副所長 安藤雄太さんまとめ 
・行政と市民の垣根＝話し合いが必要。どうすれば、話し合いがもうけられるのか＝広聴会、

市長へ手紙だけではなく、合意形成の仕組みが必要。 
・ どんな統計をとっても、活動している人は、1割 5部。やりたい人は５割から６割。掘り起
こしが必要。掘り起こしは誰がやるのか＝中間支援組織 

・ 市民に開くための行政の仕組みをどうかえていけるのか。 
・ 従来の行政の仕組みを変えていくこと。担当者はわかっているが、行政全体では理解されて

いない。すべての条例にかかわっていく。職員が意識をもたないとだめ。人事異動による全

体の協働の中に、職員意識を変えていく必要。条例をつくるだけでは形だけの協働になる。 
・条例の委員会にどうアプローチしていくのかが、こちらの課題。 
・ 生きた条例をつくらなければ、意味がない。条例条文自体は割と簡単につくれる。条例だけ

作っている市町村はどこも形にだけで、止まっている。 
・ 鶴ヶ島市の市民は意識がたかまっている、自分たちの意識の仕組みをどのようにつくってい

くのかを自分たちで考えることが必要。 

 
 
５， 閉 会 
 


